
増改築等工事証明書発行依頼の手順

増改築等工事証明書を発行するために必要な書類を、
ＰＤＦファイルでメールいただけるので、
郵送いただくよりも納期が短縮できます。

料金 13,200円（税込）

必要書類のコピーを郵送して依頼される場合の料金は、

9,900円または10,450円です。
（財形貯蓄用は7,700または8,250円）

この手順書を参考に、そろえた書類はすべてコピーをとったもの
を下記住所あてに郵送ください。
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メールで依頼したい方へ

〒838-1521福岡県朝倉市杷木志波1712
株式会社テイキング・ワン
ｔｅｌ.0946-62-0459

この手順書でそろえた書類をPDFファイルでメールください。

郵送でのご依頼



手順① 必要書類をそろえてください

リフォーム工事会社様から必要書類を取り寄せる時、ＰＤＦファイルで
メール取り寄せすれば、当社にメールするとき簡単です。

3ページに見本
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4ページに見本

5ページに見本

6ページに見本

7～11ページに見本 ↓12ページに見本

13～14ページに見本



見本 建物の登記事項証明書
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全ページ必要です。



見本 工事請負契約書
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見本 注文書＆請書 工事請負契約書の代わりに、注文書と請書
のセットでもＯＫです。

●工事請負契約書と見積内訳
書の額面が異なる場合は、実際
の工事費が確認できる書類が
必要（本書2ページ目に記載）

●買取再販住宅の不動産取得
税の特例用の場合は、契約書
（または注文書＆請書）がない
場合は増改築等工事証明書を
発行できません）



見本 見積内訳書

5

見積内訳書は、表紙から詳細まで、全ページ必要です。



見本 間取り図
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工事前と工事後で間取りの変更がない場合は、
工事後の間取り図だけでＯＫです。その際は、
「間取り変更なし」と書いてください。



見本 工事前・工事後写真①
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●廊下や階段、書斎、ＷＩＣなども、リフォーム工事をした場合は
写真が必要です。

●床工事をした部屋は、床が写っている写真をお願いします。

住宅ローン減税（室内工事）



見本 工事前・工事後写真②
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住宅ローン減税（屋根、外装工事）

屋根のカバー工法や外装材のカバー工法は住宅ローン減税の対象に
なりませんので、カバー工法ではないことがわかる工事中の写真が必
要です。



見本 工事前・工事後写真③
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省エネリフォーム（窓）

写真の窓が、図面上のどの
窓にあたるか、
間取り図上にナンバリング
してください。



見本 工事前・工事後写真④
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省エネリフォーム（断熱材）

断熱材を張った箇所、
断熱材の種類、施工面
積等を間取り図に記し
てください。

壁の断熱材
フェノバボード50㎜
施工面積20㎡



見本 工事前・工事後写真⑤
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バリアフリーリフォーム

段差や高さ、幅などが改良される工事の場合は、工事前と工事後とも、
メジャーなどで計測している写真が必要です。



見本 補助金交付額が確認できる書類
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日付、氏名、補助事業名、金額が確認できるもの



見本 増改築等工事証明書発行依頼書（メール依頼用）
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必要箇所にチェック、必要事項に記載ください



見本 増改築等工事証明書発行依頼書（郵送依頼用）
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必要箇所にチェック、必要事項に記載ください



手順② 必要書類に番号と書類名をつけてメールください

15

手順③-1 合計容量が5MBを超える時は、
複数回に分けてメールください。

数回に分けてメールいただくときは、最後のメールに
何回メールしたか、記載ください。

https://gigafile.nu/

手順③-2 無料のデータ転送サービスで一括送信
していただくこともできます。転送サービスで
データを送ったことを別途メールでお知らせください。

当社で受け取り可能なサービス

・ギガファイル便

https://firestorage.jp/doc/・ｆｉｒｅｓｔｏｒａｇｅ

①登記事項証明書
②工事請負契約書
③見積内訳書
④間取り図（工事前）
⑤間取り図（工事後）
⑥工事前後の写真
⑦補助金資料
⑧増改築等工事証明書発行依頼書

メール

メールアドレス m-tagomori@taking-one.com

メールで書類を送る場合

書類を郵送する場合

お送りいただいた書類は5年間の保管義務がありますので
返却いたしません。書類はすべてコピーをとったものを郵送
ください。（送り先は表紙に記載）



ご留意事項
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まれにメールが届かないことがあります。
メールを送信して2営業日が過ぎても当社からの連絡
メールが届かない場合は、お電話または別のメールア
ドレスでご連絡ください。

必要書類を送付いただいたとしても、減税要件を満たして
いなかった場合は当社で増改築等工事証明書を発行でき
ないこともあります。
あらかじめご了承の上、ご依頼ください。
（証明書を発行できなかった場合は料金はかかりません）

お読みいただき、
ありがとうございます。

株式会社テイキング・ワン
田篭 道子

2026/3/25
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